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第３ 調理の過程等における衛⽣管理に係る衛⽣管理基準 
１ 調理の過程等における衛⽣管理に係る衛⽣管理基準は、次の各号に掲げる項⽬ごと

に、次のとおりとする。 
（２）学校給⾷⽤⾷品の購⼊ 
①共通事項 
⼀ 学校給⾷⽤⾷品（以下「⾷品」という。）の購⼊に当たっては、⾷品選定のため

の委員会等を設ける等により、栄養教諭等、保護者その他の関係者の意⾒を尊重す
ること。また、必要に応じて衛⽣管理に関する専⾨家の助⾔及び協⼒を受けられる
ような仕組みを整えること。 

⼆ ⾷品の製造を委託する場合には、衛⽣上信⽤のおける製造業者を選定すること。
また、製造業者の有する設備、⼈員等から⾒た能⼒に応じた委託とすることとし、
委託者において、随時点検を⾏い、記録を残し、事故発⽣の防⽌に努めること。 

②⾷品納⼊業者 
⼀ 保健所等の協⼒を得て、施設の衛⽣⾯及び⾷品の取扱いが良好で衛⽣上信⽤のお

ける⾷品納⼊業者を選定すること。 
⼆ ⾷品納⼊業者⼜は納⼊業者の団体等との間に連絡会を設け、学校給⾷の意義、役

割及び衛⽣管理の在り⽅について定期的な意⾒交換を⾏う等により、⾷品納⼊業者
の衛⽣管理の啓発に努めること。 

三 売買契約に当たって、衛⽣管理に関する事項を取り決める等により、業者の検
便、衛⽣環境の整備等について、⾷品納⼊業者に⾃主的な取組を促すこと。 

四 必要に応じて、⾷品納⼊業者の衛⽣管理の状況を確認すること。 
五 原材料及び加⼯⾷品について、製造業者若しくは⾷品納⼊業者等が定期的に実施

する微⽣物及び理化学検査の結果、⼜は⽣産履歴等を提出させること。また、検査
等の結果については、保健所等への相談等により、原材料として不適と判断した場
合には、⾷品納⼊業者の変更等適切な措置を講じること。さらに、検査結果を保管
すること。 

③⾷品の選定 
⼀ ⾷品は、過度に加⼯したものは避け、鮮度の良い衛⽣的なものを選定するよう配

慮すること。また、有害なもの⼜はその疑いのあるものは避けること。 
⼆ 有害若しくは不必要な着⾊料、保存料、漂⽩剤、発⾊剤その他の⾷品添加物が添

加された⾷品、⼜は内容表⽰、消費期限及び賞味期限並びに製造業者、販売業者等
の名称及び所在地、使⽤原材料及び保存⽅法が明らかでない⾷品については使⽤し
ないこと。また、可能な限り、使⽤原材料の原産国についての記述がある⾷品を選
定すること。 
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三 保健所等から情報提供を受け、地域における感染症、⾷中毒の発⽣状況に応じ
て、⾷品の購⼊を考慮すること。 

（３）⾷品の検収・保管等 
⼀ 検収は、あらかじめ定めた検収責任者が、⾷品の納⼊に⽴会し、品名、数量、納

品時間、納⼊業者名、製造業者名及び所在地、⽣産地、品質、鮮度、箱、袋の汚
れ、破れその他の包装容器等の状況、異物混⼊及び異臭の有無、消費期限⼜は賞味
期限、製造年⽉⽇、品温（納⼊業者が運搬の際、適切な温度管理を⾏っていたかど
うかを含む。）、年⽉⽇表⽰、ロット（⼀の製造期間内に⼀連の製造⼯程により均
質性を有するように製造された製品の⼀群をいう。以下同じ。）番号その他のロッ
トに関する情報について、毎⽇、点検を⾏い、記録すること。また、納⼊業者から
直接納⼊する⾷品の検収は、共同調理場及び受配校において適切に分担し実施する
とともに、その結果を記録すること。 

⼆ 検収のために必要な場合には、検収責任者の勤務時間を納⼊時間に合わせて割り
振ること。 

三 ⾷⾁類、⿂介類等⽣鮮⾷品は、原則として、当⽇搬⼊するとともに、⼀回で使い
切る量を購⼊すること。また、当⽇搬⼊できない場合には、冷蔵庫等で適切に温度
管理するなど衛⽣管理に留意すること。 

四 納⼊業者から⾷品を納⼊させるに当たっては、検収室において⾷品の受け渡しを
⾏い、下処理室及び調理室に⽴ち⼊らせないこと。 

五 ⾷品は、検収室において、専⽤の容器に移し替え、下処理室及び⾷品の保管室に
ダンボール等を持ち込まないこと。また、検収室内に⾷品が直接床⾯に接触しない
よう床⾯から６０ｃｍ以上の⾼さの置台を設けること。 

六 ⾷品を保管する必要がある場合には、⾷⾁類、⿂介類、野菜類等⾷品の分類ごと
に区分して専⽤の容器で保管する等により、原材料の相互汚染を防ぎ、衛⽣的な管
理を⾏うこと。また、別紙「学校給⾷⽤⾷品の原材料、製品等の保存基準」に従
い、棚⼜は冷蔵冷凍設備に保管すること。 

七 ⽜乳については、専⽤の保冷庫等により適切な温度管理を⾏い、新鮮かつ良好な
ものが飲⽤に供されるよう品質の保持に努めること。 

⼋ 泥つきの根菜類等の処理は、検収室で⾏い、下処理室を清潔に保つこと。 
 

 


